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通所介護の宿泊サービスの届出について 

 

①対象 ： （介護予防）通所介護 

②概要 ： 指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外の

サービス（以下「宿泊サービス」という。）を提供する場合に、指定権者への届出及

び市町へ事故報告を行うことが義務付けられています。 

なお、「宿泊サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指

針」が示されていますので、本指針に沿った事業運営に努めてください。 

③時期 ： 宿泊サービスの開始前 

④手続 ： 「宿泊サービスにおける届出書」及び「平面図（利用者を宿泊させる場所を記載

したもの。）」を所管の健康福祉センター（宇都宮市の場合は宇都宮市保健福祉

総務課）に提出してください。 

 

※ 届出内容に変更があった場合は変更後 10 日以内に、宿泊サービスを休止又は廃

止する場合は、その休止又は廃止の日の１月前までに所管の健康福祉センターに

届け出てください。 

※ 市町へ報告する「宿泊サービス提供中の事故」については、下記の県ホームペー

ジのほか各市町へ御確認ください。 

 

 
 
 

 
 

ホームページ掲載場所 
◇トップ＞（テーマから探す）福祉・医療＞高齢者＞介護保険＞事業者の方へ（お

知らせ）＞宿泊サービスの届出について 

資料 11 
























